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上 場 会 社 名 大 建 工 業 上 場 取 引 所 東  大

コ ー ド 番 号 790 5 本社所在都道府県 富 山 県

（ＵＲＬ http://www.daiken.jp/ ）

代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 氏 名 井 邉 　 博 行
問合せ先責任者 役 職 名 常 務 取 締 役

氏 名 藤 井 　 克 巳 Ｔ Ｅ Ｌ(     )06 6452－6345

中間決算取締役会開催日 平 成 15年 11月 17日 中間配当制度の有無 有
中 間 配 当 支 払 開 始 日 平 成 15年 12月 15日 単元株制度採用の有無 有（１単元  1,000株）

1. 15年 9月中間期の業績 （平成15年 4月 1日～平成15年 9月30日）

( 1 )経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

15年 9月中間期       86,975     1.1         625    90.0       1,026    45.5
14年 9月中間期       86,036    △1.9         329   △76.1         705   △57.4

15年 3月期      174,654－        1,296－        2,006－

1株 当 た り 中 間中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益
％ 円 銭百万円

15年 9月中間期          208   △82.8           1.59
14年 9月中間期        1,207    88.3           9.22

15年 3月期         △428 －          △3.28

(注 )1.期中平均株式数 15年 9月中間期    130,838,875株 14年 9月中間期    130,869,950株
15年 3月期    130,865,685株

2.会計処理方法の変更 無
3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

( 2 )配当状況
(注 )15年 9月中間期　中間配当金の内訳1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金

記念配当 － 円－銭円 銭 円 銭
15年 9月中間期           3.75－ 特別配当 － 円－銭
14年 9月中間期           3.75－

15年 3月期 －           7.50

( 3 )財政状態

総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

15年 9月中間期      144,151       47,326     32.8        361.77
14年 9月中間期      146,942       48,363     32.9        369.55

15年 3月期      146,779       46,291     31.5        353.75

(注 )1.期末発行済株式数 15年 9月中間期    130,818,246株 14年 9月中間期    130,868,917株
15年 3月期    130,859,589株

2.期末自己株式数 15年 9月中間期         56,973株 14年 9月中間期          6,302株
15年 3月期         15,630株

2. 16年 3月期の業績予想 （平成15年 4月 1日～平成16年 3月31日）

1株当たり年間配当金
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

期 末

百万円 百万円 百万円 円銭 円銭
通 期      176,000       2,600       1,000          3.75          7.50

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )           7円64銭
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 ９ 中間財務諸表等 
  ①中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

前中間会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成15年３月31日現在） 

 

期  別 

科  目 

 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（資産の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金  ６，８５４   ９，８０９   ９，２９２   

 ２ 受取手形  ５，４２６   ６，９８４   ７，２７２   

 ３ 売掛金  ２８，９５３   ２８，９５９   ２６，５３９   

 ４ 有価証券  ２５０   －   ２５０   

 ５ 棚卸資産  ２４，７８２   ２２，６２６   ２４，０１０   

 ６ 短期貸付金  ４，７４９   ４，２６８   ５，１５５   

 ７ 繰延税金資産  ９９７   １，５２７   ２，１２３   

 ８ その他  ５，３５４   ５，８０５   ５，９０１   

   貸倒引当金  △１３３   △１６９   △１２５   

流動資産合計   ７７，２３２ 52.6   ７９，８０９ 55.4   ８０，４１７ 54.8  

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1)建物  ７，２７９   ６，８２９   ７，０７１   

  (2)機械及び装置  ７，９５４   ７，５８１   ７，７６０   

  (3)土地  ９，８１４   ９，７８３   ９，８１４   

  (4)建設仮勘定  ３４０   ４０２   ７０   

  (5)その他  ２，２１４   ２，１１１   ２，０９４   

計  ２７，６０１   ２６，７０６   ２６，８０９   

 ２ 無形固定資産           

  (1)ソフトウェア  ３７８   ３１５   ３５１   

  (2)その他  １０１   ９９   １００   

計  ４７９   ４１４   ４５１   

 ３ 投資その他の資産          

  (1)投資有価証券  １４，９３４   １２，３１１   １２，８１８   

  (2)長期貸付金  ２２，４８５   ２１，３２０   ２１，９３３   

  (3)前払年金費用  ２，１０６   ２，４８３   ２，４８４   

  (4)繰延税金資産  ４，８０８   ３，８４２   ４，３７６   

  (5)その他  ３，９３６   ４，４１９   ４，２１４   

   貸倒引当金  △６，６３９   △７，２０３   △６，７９３   

計  ４１，６３０   ３７，１７２   ３９，０３２   

固定資産合計   ６９，７１０ 47.4   ６４，２９２ 44.6   ６６，２９２ 45.2  

Ⅲ 繰延資産           

 １ 社債発行費  －   ５０   ７０   

繰延資産合計   － -  ５０ 0.0  ７０ 0.0 

資産合計   １４６，９４２ 100.0  １４４，１５１ 100.0  １４６，７７９ 100.0 
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（単位：百万円） 

前中間会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成15年３月31日現在） 

 

期  別 

科  目 

 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（負債の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

 １ 支払手形  １５，７６３   １３，７０８   １５，６９８   

 ２ 買掛金  １５，６８７   １６，１６４   １３，９８５   

 ３ 短期借入金  ２３，５４８   ２１，２７７   ２７，３６６   

 ４ 未払金  １９，５２４   ２２，９６７   ２１，１６２   

 ５ 未払法人税等  ３９   ３９   ７９   

 ６ 賞与引当金  １，２０２   １，２６３   １，２０６   

 ７ 繰延ヘッジ利益  ７７５   ２２８   ６８９   

 ８ その他  ２，６６６   ２，７４４   ２，８２７   

流動負債合計   ７９，２０４ 53.9   ７８，３９０ 54.4   ８３，０１２ 56.6  

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債  －   ５，０００   ５，０００   

 ２ 長期借入金  １５，２４０   ９，９０５   ９，１６２   

 ３ 退職給付引当金  ３，５０８   ２，９１１   ２，６９１   

 ４ その他  ６２７   ６１９   ６２３   

固定負債合計   １９，３７５ 13.2   １８，４３５ 12.8   １７，４７６ 11.9  

負債合計   ９８，５７９ 67.1   ９６，８２５ 67.2   １００，４８８ 68.5  

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   １３，１５０ 8.9  １３，１５０ 9.1  １３，１５０ 9.0 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  １１，８５１   １１，８５１   １１，８５１   

資本剰余金合計   １１，８５１ 8.1  １１，８５１ 8.2  １１，８５１ 8.1 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 利益準備金  ２，７０９   ２，７０９   ２，７０９   

 ２ 任意積立金  １８，８６９   １６，８１０   １８，８６９   

 ３ 中間（当期）未処分利益 ２，３５７   ２，００７   ２３１   

利益剰余金合計   ２３，９３５ 16.3   ２１，５２６ 14.9   ２１，８０９ 14.8  

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △５７１ △0.4  ８１５ 0.6  △５１４ △0.4 

Ⅴ 自己株式   △２ △0.0  △１６ △0.0  △５ △0.0 

資本合計   ４８，３６３ 32.9   ４７，３２６ 32.8   ４６，２９１ 31.5  

負債資本合計   １４６，９４２ 100.0  １４４，１５１ 100.0  １４６，７７９ 100.0 
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  ②中間損益計算書 

（単位：百万円） 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

期  別 

 

科  目 

 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 

    ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   ８６，０３６ 100.0  ８６，９７５ 100.0  １７４，６５４ 100.0 

Ⅱ 売上原価   ６８，７３１ 79.9   ６９，１１１ 79.5   １３９，９６９ 80.1  

売上総利益   １７，３０５ 20.1   １７，８６４ 20.5   ３４，６８５ 19.9  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  １６，９７６ 19.7   １７，２３９ 19.8   ３３，３８９ 19.1  

営業利益   ３２９ 0.4  ６２５ 0.7  １，２９６ 0.8 

Ⅳ 営業外収益   ９８１ 1.1  ９８５ 1.2  １，９０７ 1.1 

Ⅴ 営業外費用   ６０５ 0.7  ５８４ 0.7  １，１９７ 0.7 

経常利益   ７０５ 0.8  １，０２６ 1.2  ２，００６ 1.2 

Ⅵ 特別利益   ２，２３８ 2.6  ４９１ 0.5  ２，２３６ 1.3 

Ⅶ 特別損失   ７８９ 0.9  １，０５０ 1.2  ４，４４０ 2.6 

 税引前中間純利益  ２，１５４ 2.5  ４６７ 0.5  － - 

 税引前当期純損失  － -  － -  １９８ △0.1 

 法人税、住民税及び事業税 ４２   ３９   ８１   

 法人税等調整額  ９０５ ９４７ 1.1 ２２０ ２５９ 0.3 １４９ ２３０ 0.1 

 中間純利益   １，２０７ 1.4  ２０８ 0.2  － - 

 当期純損失   － -  － -  ４２８ △0.2 

 前期繰越利益   １，１５０   １，７９９   １，１５０  

 中間配当額   －   －   ４９１  

 中間（当期）未処分利益  ２，３５７   ２，００７   ２３１  
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 

 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

 売買目的有価証券  売買目的有価証券  売買目的有価証券 
１．資産の評価基
準及び評価方
法 

―――――― ―――――― ―――――― 
  満期保有目的の債券  満期保有目的の債券  満期保有目的の債券 

  …償却原価法（定額法）  …同左  …同左 

  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式 

  …移動平均法による原価法  …同左  …同左 

  その他有価証券  その他有価証券  その他有価証券 

   時価のあるもの   時価のあるもの   時価のあるもの 

   …同左 

  

  

 

  …中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）  

  …決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

   時価のないもの   時価のないもの   時価のないもの 

   …移動平均法による原価法   …同左   …同左 

 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (3)デリバティブ 

  …時価法  …同左  …同左 

 (3)棚卸資産 (3)棚卸資産 (3)棚卸資産 

 

 

 …移動平均法による原価基準によ

っている。 

 …移動平均法による原価基準によ

っている。 

   

  

 …移動平均法による原価基準によ

っている。なお、未成工事支出金

については、個別法による原価基

準を採用している。  

    

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減
価償却の方法  同左  同左 

   

   

   

   

 

 定率法（ただし、平成 10 年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してい

る。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。   

  建物及び構築物 ３～60年   

  機械装置及び運搬具 ４～15年   

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  同左 

  

  

 

 定額法を採用している。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいている。  

 

 定額法を採用している。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してい

る。   

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

  定額法を採用している。  同左  同左 

 (4)少額減価償却資産 (4)少額減価償却資産 (4)少額減価償却資産 

  同左  同左 

   

   

 

 取得価額が10万円以上20万円未満

の資産については、法人税法の規定に

基づき、３年間で均等償却を行ってい

る。   
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前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 ３．引当金の計上
基準  同左  同左 

   

   

   

   

 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してい

る。   

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  同左  同左 

   

 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づき

計上している。   

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生していると

認められる額を計上している。（なお、

企業年金制度については、年金資産額

が退職給付債務を超えるため、前払年

金費用を計上している。） 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生していると

認められる額を計上している。（なお、

企業年金制度については、年金資産額

が退職給付債務を超えるため、前払年

金費用を計上している。） 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき当事業

年度末において発生していると認め

られる額を計上している。（なお、企

業年金制度については、年金資産が退

職給付債務を超えるため、前払年金費

用を計上している。） 

 

 

 

 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用

処理している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用

処理している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用

処理している。 

 

 

 

 

 

 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10 年）に

より按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ている。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10 年）に

より按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ている。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10 年）に

より按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ている。 
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前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 （追加情報）  （追加情報） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 当社は、確定給付企業年金法の施行

に伴い、厚生年金基金の代行部分につ

いて、平成14 年８月13 日に厚生労働

大臣から将来分支給義務免除の認可

を受けた。 

 当社は「退職給付会計に関する実務

指針（中間報告）」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第 13 号）第 47

ー２項に定める経過措置を適用し、当

該認可の日において代行部分に係る

退職給付債務と返還相当額の年金資

産を消滅したものとみなして処理し

ている。 

 当中間会計期間末における返還相

当額は、10,098 百万円である。 

 

 当社は、確定給付企業年金法の施行

に伴い、厚生年金基金の代行部分につ

いて、平成14 年８月13 日に厚生労働

大臣から将来分支給義務免除の認可

を受けた。 

 当社は「退職給付会計に関する実務

指針（中間報告）」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第 13 号）第 47

ー２項に定める経過措置を適用し、当

該認可の日において代行部分に係る

退職給付債務と返還相当額の年金資

産を消滅したものとみなして処理し

ている。 

 本処理に伴う影響額は、特別利益と

して2,236 百万円計上されている。 

 当事業年度末における返還相当額

は、10,098 百万円である。 

    

 同左 

 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理している。  

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理している。 

４．外貨建の資産
又は負債の本
邦通貨への換
算基準 

   

    

 同左  同左 ５．リース取引の
処理方法   

   

   

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。   

    

(1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の
方法  同左  同左 

   

   

   

   

 

 繰延ヘッジ処理を採用している。な

お、為替予約及び通貨オプションにつ

いては振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を、金利スワップに

ついては特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用している。   

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左  同左 

   

   

   

 

 為替予約及び通貨オプションを手

段とし、外貨建債権債務及び外貨建予

定取引を対象としている。金利スワッ

プを手段とし、借入金を対象としてい

る。   
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前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  同左  同左 

   

 

 当社の内部規定である「リスク管理

方針」に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしている。   

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

  同左  同左 

   

   

   

   

   

   

 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価している。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略している。   

    

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

 同左  同左  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっている。   

７．その他中間財
務諸表作成のた
めの基本となる
重要な事項 

  

   

(2)自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）が平成14 年４月１日以後に適

用されることになったことに伴い、当

期から同会計基準によっている。これ

による当期の損益に与える影響は軽

微である。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当期における貸借対照表の資本の

部については、改正後の財務諸表等規

則により作成している。 
   (3)１株当たり情報 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成14年４月１日

以後開始する事業年度に係る財務諸

表から適用されることになったこと

に伴い、当期から同会計基準及び適用

指針によっている。これによる当期の

損益に与える影響は軽微である。 
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 追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

   

（自己株式及び法定準備金取崩等会計）   

―――――― ―――――― 

  

  

  

  

  

  

 当中間期から「自己株式及び法定準備金の

取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）を適用している。これによる当中間期

の損益に与える影響は軽微である。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間期における中間貸借対照表の資本の

部については、改正後の中間財務諸表等規則

により作成している。   
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 注記事項 

 （中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日） 

   

１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

37,803 百万円である。 

１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

39,262 百万円である。 

１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

38,567 百万円である。 

   

２ 担保資産及び担保付債務 ２ 担保資産及び担保付債務 ２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであ

る。 

 担保に供している資産は次のとおりであ

る。 

 担保に供している資産は次のとおりであ

る。 

 

建物 776 百万円 

土地 37  

投資有価証券 2,812  

計 3,625   

建物 679 百万円 

土地 24  

投資有価証券 2,137  

計 2,840   

建物 753 百万円 

土地 37  

投資有価証券 1,271  

計 2,061  

 上記に対応する債務  上記に対応する債務  上記に対応する債務 

 

長期借入金 214 百万円 

一年以内に返済予定  

の長期借入金 
44 

 

保証債務 2,000  

計 2,258   

長期借入金 1,070 百万円 

一年以内に返済予定  

の長期借入金 
44 

 

保証債務 1,561  

計 2,675   

長期借入金 192 百万円 

一年以内に返済予定  

の長期借入金 
44 

 

保証債務 1,750  

計 1,986  

  上記の他、為替決済の担保として、有価証

券 250 百万円を差し入れている。  

 上記の他、為替決済の担保として、有価証

券 250 百万円を差し入れている。 

   

３ 保証債務 ３ 保証債務 ３ 保証債務 

 下記会社の銀行借入に対し、次のとおり保

証を行っている。 

 下記会社の銀行借入に対し、次のとおり保

証を行っている。 

 下記会社の銀行借入に対し、次のとおり保

証を行っている。 

 

DAIKEN SARAWAK 

SDN.BHD. 
1,561 百万円 

ダイケンホーム（株）  

の住宅購入者（住宅  

ローンつなぎ融資） 

146 

 

当社の土地購入者 14  

計 1,721   

DAIKEN SARAWAK 

SDN.BHD. 
1,857 百万円 

ダイケンホーム（株）  

の住宅購入者（住宅  

ローンつなぎ融資） 

162 

 

当社の土地購入者 14  

計 2,033  

 

DAIKEN SARAWAK 

SDN.BHD. 
2,177 百万円 

（うち外貨建 70  

 M$2,174 千） 

ダイケンホーム（株）  

の住宅購入者（住宅  

ローンつなぎ融資） 

187 

 

当社の土地購入者 15  

計 2,379  
  

 上記以外に下記の保証を行っている。  上記以外に下記の保証を行っている。  上記以外に下記の保証を行っている。 

（債権流動化に対する買戻し義務） （債権流動化に対する買戻し義務） （債権流動化に対する買戻し義務） 

 

北陸ダイケン（株） 

他８社 
574 百万円 

 

ダイケンエンジニア 

リング（株）他８社 
787 百万円 

 

ダイケンエンジニア 

リング（株）他８社 
700 百万円 

   

―――――― ―――――― ４ 受取手形裏書譲渡高は、1,071 百万円で

ある。   
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前中間会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日） 

５ 消費税等の取扱い ５ 消費税等の取扱い ―――――― 

 同左  

  

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示している。   

   

６ 一部の取引先との決済方法を、債務につ

いては据置現金支払い（手形決済に依った

場合の満期日に現金で支払う方法）にして

おり、併せて農中信託銀行及び住友信託銀

行へこの債務を一括譲渡している。 

  譲渡額は「未払金」に含まれている。 

６ 一部の取引先との決済方法を、債務につ

いては据置現金支払い（手形決済に依った

場合の満期日に現金で支払う方法）にして

おり、併せてアルデバラン・ファンディン

グ・コーポレーション及び住友信託銀行へ

この債務を一括譲渡している。 

  譲渡額は「未払金」に含まれている。 

６ 一部の取引先との決済方法を、債務につ

いては据置現金支払い（手形決済によった

場合の満期日に現金で支払う方法）にして

おり、併せてアルデバラン・ファンディン

グ・コーポレーション、農中信託銀行及び

住友信託銀行へこの債務を一括譲渡して

いる。 

  譲渡額は「未払金」に含まれている。 

 

未払金   

農中信託銀行 2,256 百万円 

住友信託銀行 14,529  

 

未払金   

アルデバラン・ファンディ 

ング・コーポレーション 
4,044 百万円 

住友信託銀行 15,862  

 

未払金   

アルデバラン・ファンディ 

ング・コーポレーション 
2,442 百万円 

農中信託銀行 929  

住友信託銀行 15,435  

７ 流動資産の「その他」には資産流動化を

目的とした営業債権売却に伴う支払留保

額 2,983 百万円が含まれている。 

７ 流動資産の「その他」には資産流動化を

目的とした営業債権売却に伴う支払留保

額 2,732 百万円が含まれている。 

７ 流動資産の「その他」には資産流動化を

目的とした営業債権売却に伴う支払留保

額 2,763 百万円が含まれている。 

   

８ 当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行 12 行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結している。 

  当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりである。 

８ 当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行 12行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結している。 

  当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりである。 

８ 当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行 12 行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結している。 

  当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入未実行

残高等は次のとおりである。 

 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
20,200 百万円 

借入実行残高 －  

差引額 20,200   

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
17,200 百万円 

借入実行残高 －  

差引額 17,200   

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
17,200 百万円 

借入実行残高 －  

差引額 17,200  
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 注記事項 

 （中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

   

１ 営業外収益のうち主要なもの １ 営業外収益のうち主要なもの １ 営業外収益のうち主要なもの 

 
受取利息 331 百万円 

 
受取利息 385 百万円 

 
受取利息 615 百万円 

２ 営業外費用のうち主要なもの ２ 営業外費用のうち主要なもの ２ 営業外費用のうち主要なもの 

 
支払利息 333 百万円 

 
支払利息 241 百万円 

 
支払利息 641 百万円 

３ 特別利益のうち主要なもの ３ 特別利益のうち主要なもの ３ 特別利益のうち主要なもの 

 

厚生年金基金代行 

部分返上益 
2,236 百万円 

ゴルフ会員権売却益 2  
 

厚生年金基金代行 

部分返上益 
2,236 百万円 

  

固定資産売却益 85 百万円 

投資有価証券売却益 373  

ゴルフ会員権売却益 2  

貸倒引当金戻入額 31   

   

４ 特別損失のうち主要なもの ４ 特別損失のうち主要なもの ４ 特別損失のうち主要なもの 

 

固定資産除却損 72 百万円 

投資有価証券売却損 59  

貸倒引当金特別繰入額 288  

役員退職金 260  

ゴルフ会員権評価損 20  

棚卸損失 80  

貸倒損失 4  
 

固定資産除却損 128 百万円 

土地売却損 17  

投資有価証券評価損 136  

貸倒引当金特別繰入額 631  

役員退職金 107  

ゴルフ会員権評価損 31  

 

固定資産除却損 116 百万円 

投資有価証券評価損 2,418  

投資有価証券売却損 155  

貸倒引当金特別繰入額 525  

役員退職金 260  

ゴルフ会員権評価損 24  

ゴルフ会員権売却損 2  

棚卸損失 325  

早期退職特別加算金 609  

   

５ ゴルフ会員権評価損には貸倒引当金繰

入額20 百万円を含んでいる。 

５ ゴルフ会員権評価損には貸倒引当金繰

入額33 百万円を含んでいる。 

５ ゴルフ会員権評価損には貸倒引当金繰

入額1 百万円を含んでいる。 

   

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 1,220 百万円 

無形固定資産 95  
 

有形固定資産 1,109 百万円 

無形固定資産 75  
 

有形固定資産 2,508 百万円 

無形固定資産 179  

   

 



 -12-

 
 （重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

   

（東日本ダイケンプロダクツ（株）への営業

譲渡） 

 当社は、子会社である東日本ダイケンプロ

ダクツ（株）との間で、平成15年 10月１日

をもって当社の外装材・繊維板等の製造等に

関する事業の営業譲渡を行った。 

 当社は、経営の効率化、経営基盤の拡充を

図るため、「早期退職優遇制度」拡大実施（53

歳以上の社員が対象）により、平成 14年10

月25日から同年11月８日までの期間内で希

望退職者の募集を行った結果、55 名が応募

し、平成14 年12 月20日付の予定で退職す

ることに決定した。  (1)譲渡した事業の内容 

 当社は、平成15 年５月14 日開催の取締役

会において、当社の外装材・繊維板等の製造

等に関する事業を譲渡する契約を当社の子

会社である東日本ダイケンプロダクツ（株）

及びダイライト（株）との間で締結すること

を決議し、同日付で営業譲渡契約を締結し

た。 

   当社の高萩工場における、外装材・繊維

板等の製造等に関する事業 １．高萩工場事業の営業譲渡について 

 希望退職者 55 名に対する特別退職金 610

百万円は、平成14 年度において特別損失と

して計上する予定である。  (2)事業規模（平成 15 年３月期）  (1)譲渡する事業の内容 

   売上高 11,813 百万円  

 

  当社の高萩工場における、外装材・繊維

板等の製造等に関する事業 

  (2)譲渡先 

   東日本ダイケンプロダクツ（株） 

  (3)譲渡する事業の規模 

 

 （注）東日本ダイケンプロダクツ（株）が

製造する製品は、その全数量を当社が

購入し顧客等に販売する予定のため、

本営業譲渡による当社の売上高への

影響はない見込。 

  (3)譲渡した資産及び譲渡価額 

  売上高 11,813 百万円（平成 15年３月

期当社実績） 

   現金・預金 0 百万円  

   棚卸資産 333 百万円  

  (4)譲渡の日程 

   平成 15年５月 14日 取締役会 

   平成 15年５月 14日 営業譲渡契約 

 （注）東日本ダイケンプロダクツ（株）が

製造する製品は、その全数量を当社が

購入し顧客等に販売する予定のため、

本営業譲渡による当社の売上高への

影響はない見込。 

  締結  (4)譲渡する資産及び譲渡価額 

   平成 15年10 月1日 営業譲渡日 

  

  譲渡財産は、譲渡日現在の高萩工場事業

に属する現金・預金、棚卸資産とする。 

 

 

（西日本ダイケンプロダクツ（株）への営業

譲渡） 

 （注）1,363 百万円（平成15 年３月31 日

現在） 

  (5)譲渡期日 

   平成 15年10 月１日 

  

 

 当社は、子会社である西日本ダイケンプロ

ダクツ（株）との間で、平成15年 10月１日

をもって当社の繊維板等の製造等に関する

事業の営業譲渡を行った。 ２．岡山工場事業の営業譲渡について 

  (1)譲渡した事業の内容  (1)譲渡する事業の内容 

 

 

  当社の岡山工場における、繊維板等の製

造等に関する事業 

  当社の岡山工場における、繊維板等の製

造等に関する事業 

   (2)譲渡先 

    ダイライト（株） 
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前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

  (2)事業規模（平成 15 年３月期）  (3)譲渡する事業の規模 

   売上高 9,502 百万円  

 

  売上高 9,502 百万円（平成 15 年３月

期当社実績） 

 

 

 

 

 （注）西日本ダイケンプロダクツ（株）が

製造する製品は、その全数量を当社が

購入し顧客等に販売する予定のため、

本営業譲渡による当社の売上高への

影響はない見込。 

  (3)譲渡した資産及び譲渡価額 

 （注）ダイライト（株）が製造する製品は、

その全数量を当社が購入し顧客等に

販売する予定のため、本営業譲渡によ

る当社の売上高への影響はない見込。 

   現金・預金 1 百万円   (4)譲渡する資産及び譲渡価額 

   棚卸資産 394 百万円  

  (4)譲渡の日程 

   平成 15年５月 14日 取締役会 

  譲渡財産は、譲渡日現在の岡山工場事業

に属する現金・預金、棚卸資産とする。 

   平成 15年５月 14日 営業譲渡契約 

  締結 

 （注）685 百万円（平成 15 年３月31 日現

在） 

   平成 15年10 月１日 営業譲渡  (5)譲渡期日 

   平成 15年10 月１日 

  

 

 （注）西日本ダイケンプロダクツ（株）は、

ダイライト（株）が社名変更したもの

である。  

   

 
 
 （有価証券関係） 
 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

 

 


